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Ⅰ．緒言
体操競技における基本的な姿勢として倒立が挙げら

れる。この倒立を行う際の指導として、頻繁に「身体を
しめて」、「地面を押して」といった指示がされる。加
倉井（2016）は、直線的な倒立の準備として正位体で
体幹の筋の緊張を意識した姿勢が重要であり、いわゆ
る「へそをへこませる」、「お尻の穴をしめる」ことが
重要であると報告している。倒立の姿勢調節に関する
先行研究では、倒立の姿勢動揺の調節に最も関係して
いる筋群は、手関節屈筋群であると報告されているが
（Kochanowics et al.，2018）、前述の加倉井（2016）
の報告を踏まえると、体幹の安定性にかかわる筋の機
能も重要であると考えられる。体幹筋については、立位
の状態と比較して、倒立の状態では、腹直筋、外腹斜
筋、広背筋の筋活動が増加すると報告されている（大久
保ら、2012）。また、木下ら（2019）は、直線的な倒
立に影響を与える因子として、胸郭を含めた肩関節の可
動性と肩－肩甲骨の荷重位での安定性に加え、背筋筋機
能が重要であると報告している。さらに、Kochanowics 
et al.（2018）は、倒立時の重心動揺と筋活動の関係に
ついて、若年体操競技者では、重心が前方へ動揺した
際、倒立姿勢を維持するため、腹直筋や大腿直筋が作用
すると述べている。これらの報告の中で、倒立の姿勢調
節に関与すると報告されている体幹の筋は、体幹の屈曲
や伸展に関与し、構造的特徴から分類した際にグローバ
ル筋に分類される（大久保ら、2009）。一方で、「へ
そをへこませる」drawing-in動作には体幹のローカル筋
である腹横筋や内腹斜筋が関わっており（小泉、2009; 
Hides et al., 2006）、これら体幹のローカル筋は、体幹
の安定性（脊椎の安定性）に関与することが知られてい
る（大久保ら、2009;　小泉、2009）。また、サイドブ
リッジやフロントブリッジといったブリッジ姿勢保持時

には、腹横筋や内腹斜筋などの体幹のローカル筋の活動
が増加することが知られている（Okubo et al., 2010; 川
島ら、2006; 木下ら、2009; 杉本ら、2012）。腹横筋を
含む体幹のローカル筋の機能は、前述のとおり、倒立時
の姿勢調節に影響を及ぼしていることが考えられるが、
倒立の姿勢動揺の調節と腹横筋、内腹斜筋、多裂筋と
いった体幹のローカル筋の機能との関係について検討し
た報告は、調べた範囲内では見当たらない。

そこで、本研究では、倒立の姿勢調節と体幹のローカ
ル筋の活動が増加するとされているブリッジ姿勢保持能
力との関係をもとに、倒立の姿勢調節と体幹のローカル
筋の筋機能との関係について検討することを目的とした。

Ⅱ．方法
１．被験者

被験者は、Y大学体操部に所属あるいは所属していた
健康な男子大学生10名（年齢20.3±1.2歳、身長168.3±
6.2㎝、体重59.8±5.8㎏）であった。実験を行うにあた
り、被験者全員に実験の目的や内容、手順について十分
に説明を行い、途中で辞退することができることを説明
したうえで、被験者の同意を得て実験に臨んでもらった。
また、本研究は、国立大学法人山口大学における人を対
象とする一般的な研究に関する審査委員会の承認を受け
実施した（承認番号：2020-051-01）。

２．実験概要
本来の倒立では、姿勢調節に手関節屈筋群が大きく関

与するが（Kochanowics et al.，2018）、本研究では主
に体幹のローカル筋の筋機能の関与について明らかにす
るため、姿勢調節に手関節屈筋群の関与が少なくなると
考えられる肩倒立および三点倒立を採用し、これらの倒
立を重心軌跡測定器（T.K.K.5810、竹井機器工業）上で
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10秒間、数回行わせた。そして、それぞれの試技で、重
心移動の総軌跡長、外周面積、矩形面積、標準偏差楕円
面積およびY座標標準偏差を測定し、これらの重心動揺
に関する測定値を倒立時の姿勢調節の指標とした。

また、その時の様子を片側矢状面上から体全体が写る
ようにビデオカメラ(EX-F1、カシオ)を用いて300fpsで
撮影し、その映像をもとに、体幹屈曲伸展角度の変動を
測定し、この測定値も倒立時の姿勢調節の指標とした。

倒立時の測定とは別の日に、体幹筋機能の指標として、
左右のサイドブリッジ姿勢保持能力、フロントブリッジ
姿勢保持能力、バックブリッジ姿勢保持能力、体幹屈曲
筋力および体幹伸展筋力を測定した。そして、それぞれ
の測定結果間の関係性をもとに体幹筋機能が倒立の姿勢
調節に与える影響について検討した。

３．肩倒立
肩倒立の試技として、重心軌跡測定器上に載せた肩倒

立用椅子(ヨガチェア、Signstek)の上で、静止した肩倒
立を10秒間行わせた。安定した姿勢が取れるまでは補助
を付け、安定した姿勢となった後、補助者が手を離した
状態から10秒間姿勢を維持させた。試技の途中で大きく
バランスを崩した場合は測定から除外した。また、測定
のための試技を行う前に数回練習を行わせ、その際、肩
の位置が変化しないよう肩倒立用椅子の中心に基準とな
るマーカーを貼り付け、測定のための試技ではそれを基
準として肩の位置が変わらないようにした。一日の試技
は被験者ごとに安定した測定値が数回測定できるまで繰
り返し行わせた。一連の測定は2日をかけて２回行うこ
とを基本とし、一連の2回の測定値が明らかに異なって
いる被検者に関しては、後日３回目、場合によっては4
回目の測定を行った。

４．三点倒立
三点倒立の試技として、重心軌跡測定器上で静止した

三点倒立を肩倒立と同様10秒間行わせた。安定した姿
勢が取れるまで補助を付けて行い、安定した姿勢となっ
た後、補助者が手を離した状態から10秒間姿勢を維持さ
せた。試技の途中で大きくバランスを崩した場合は測定
から除外した。また、三点倒立は保健体育科の授業場面
においてマット上で主に行うこと、重心軌跡測定器上に
直接頭をつけると痛みが出て三点倒立を行うことが困難
であることから、本実験では、重心軌跡測定器のフォー
スプレートと同じ大きさのセノック（セノック・フロ
アー、セノー）をフォースプレート上に載せ、その上で
試技を行わせた。また、測定のための試技を行う前に数
回練習を行わせ、その際、手と頭の位置が変化しないよ
うセノック上に印をつけた。そして、測定のための試技

では、その印に合わせて手と頭の位置を決め、試技を行
わせた。一日の試技は、被験者ごとに安定した測定値が
数回得られるまで繰り返し行わせた。一連の測定は2日
をかけて２回行うことを基本とし、一連の2回の測定値
が明らかに異なっている被検者に関しては、後日３回目、
場合によっては4回目の測定を行った。

５．測定項目および測定方法
１）重心動揺に関する指標

倒立時の重心動揺に関する指標は、重心移動の総軌跡
長、外周面積、矩形面積、標準偏差楕円面積およびＹ座
標標準偏差とした。Y座標標準偏差を除くこれらの値は、
重心軌跡測定器を用いて10秒間の試技中、1/20秒のサン
プリング間隔で測定した重心軌跡をもとに算出した。Y
座標標準偏差は、重心軌跡測定器を用いて、同様に測定
されたY座標の値から求めた。また、1日の中で測定し
た各試技のデータを確認し、指標として用いた各測定値
の値が明らかに他の試技の値と異なっている場合はその
試技のデータは除外し、除外しなかった試技における各
測定値をすべて平均化し、それを1日（1回）の測定値
とした。測定は2日をかけて2回行うことを基本とした
が、3回以上測定した被検者に関しては、日ごとに測定
されたデータを比較し、1日の測定値として値がよかっ
た2回分の各測定値を採用した。選択した2回分の各測
定値の級内相関係数は、肩倒立で0.871～0.961、三点倒
立で0.630～0.792となり、三点倒立でやや低かったこと、
また、２）で示す体幹屈曲伸展角度変動の級内相関係数
も低かったことから、2回分の測定値をそれぞれ平均し、
その値を重心動揺に関する各指標の測定値とした。
２）体幹屈曲伸展角度変動

倒立時の体幹屈曲伸展角度変動を測定するために、肩
倒立および三点倒立の様子を片側矢状面上から体全体が
写るようにビデオカメラを用いて300fpsで撮影した。被
験者は、肩峰、大腿骨大転子そして、踝にマーカーを着
けた状態で試技を行い、撮影した映像を動作解析シス
テムFrame-DIAS IV（DKH）を用いて20fpsに編集しな
おした後、各コマにおける肩峰と大腿骨大転子、大腿骨
大転子と踝をそれぞれ結んだ線がなす角度を、同システ
ムを用いて測定した。測定した計200コマ分の角度の標
準偏差を求め、その値を、体幹屈曲伸展角度変動（以下、
角度Aの変動）とした。測定は2日をかけて2回行うこ
とを基本としたが、3回以上測定した被検者に関しては、
日ごとに測定されたデータを比較し、1日の測定値とし
て値がよかった2回分の測定値を採用した。また、選択
した2回分の測定値の級内相関係数は、肩倒立で0.177、
三点倒立で0.422と低かったことから、2回分の測定値を
平均し、その値を角度Aの変動の値とした。
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３）上体と垂直線のなす角度
垂直線を基準とした倒立時の上体の傾きを測定するた

めに、体幹屈曲伸展角度を測定するために撮影した映像
から、200コマ分の肩峰と大腿骨大転子を結んだ線と垂
直線がなす角度の平均値を求めた。
４）体幹筋機能

体幹筋機能の測定項目として、内腹斜筋や腹横筋の筋
活動がみられるサイドブリッジ（川島ら、2006; 木下ら、
2009; 杉本ら、2012）の姿勢保持能力、腹横筋の筋活
動がみられるフロントブリッジ（Okubo et al ., 2010）
の姿勢保持能力、多裂筋の筋活動がみられる バックブ
リッジ（Okubo et al ., 2010）の姿勢保持能力、体幹屈
曲筋力および体幹伸展筋力をそれぞれ測定した。

サイドブリッジ姿勢保持能力、フロントブリッジ姿勢
保持能力、バックブリッジ姿勢保持能力の指標として、
重り（ウェイトプレート）を負荷した状態で、20秒間各
姿勢をそれぞれ維持することができる最大の重りの重量
を測定した。少なくともサイドブリッジにおいては、負
荷なしに比べて、重りを用いた負荷を加えることにより、
内腹斜筋や多裂筋の筋活動が高まることが示唆されて
いる（木下ら、2009）。また、重りによる負荷をかけ
ることにより、段階的な体幹筋機能の評価が可能になっ
たとの報告もある（新谷ら、2019）。サイドブリッジ
およびフロントブリッジ姿勢保持能力の測定は、田村ら
（2019）が行った測定方法を、バックブリッジ姿勢保
持能力の測定では、新谷ら（2019）が行った測定方法
をそれぞれ参考にして実施した。それぞれの体幹筋機能
の測定方法は、以下の（１）～（４）に示した。測定は
日を変えて2回行った。2回の各測定値の級内相関係数は
0.932～0.997と高かったため、2回の測定値のうち高値
を測定値として採用した。また、各被験者の測定値を体
重で割った値（以下、相対値）と負荷重量そのままの値
（以下、絶対値）の両者を検討に用いた。
（１）サイドブリッジ

図１に示すように、サイドブリッジ（右）を行う際は、
右肘を直角に曲げ、右上腕が地面に対し垂直になるよ
うにして、右前腕を床面に接するように置かせた。また、
両足は閉じた状態とし、右肘・右前腕部と右足部の2点
で身体を支持するブリッジ姿勢（体幹と下肢が一本の棒

のようになる姿勢）を取らせ、体の側面にベルトを用い
てウェイトプレートをつるした状態でその姿勢を維持さ
せた（図１）。サイドブリッジ（左）は、逆の腕と足を
用いて、サイドブリッジ（右）と同様の方法で姿勢を維
持させた。
（２）フロントブリッジ

図２に示すように、フロントブリッジを行う際は、両
肘を曲げて地面に対して肘が直角を保つように両前腕を
床面に接するように置かせた。また、足部は肩幅程度に
開いた状態とし、つま先を床面につけ、背中にウェイト
プレートを乗せた状態で、ブリッジ姿勢（体幹と下肢が
一本の棒のようになる姿勢）を維持させた（図２）。
（３）バックブリッジ

図３に示すように、バックブリッジを行う際は、肩甲
骨と脹脛を約10cmの高さのストレッチマット上に置か
せた。また、その状態で、骨盤と体幹を床面に対し水平
になるまで浮かせ、骨盤上にウェイトプレートを乗せた
状態で、そのブリッジ姿勢（体幹と下肢が一本の棒のよ
うになる姿勢）を維持させた（図３）。
（４）体幹屈曲および伸展筋力

体幹屈曲筋力および体幹伸展筋力（以下、アブドミ
ナルおよびバックエクステンション）は、筋力トレーニ
ングマシンであるアブドミナル（VR-4212、サイベック
スジャパン）およびバックエクステンション（VR-4208、
サイベックスジャパン）をそれぞれ用いて、ウェイトを
最大5回持ち上げることができた時のそのウェイト重量
を測定した。各測定は、疲労を考慮し、十分な休憩を挟
んだ後、行うようにした。

６．統計処理
肩倒立および三点倒立時の各測定項目の値および体幹

筋機能に関わる各測定項目の値はすべて平均値±標準偏
差で示した。

肩倒立と三点倒立時の各測定項目の値の比較は、対応
のあるt検定（スチューデントのt検定）を用いて行った。

重心動揺に関する各指標、体幹屈曲伸展角度変動およ
び体幹筋機能に関わる各測定値、それぞれの間の関係を
明らかにするため、シャピロウィルクの正規性の検定を
行い、各測定項目の値が正規分布していることを確認し

図３　バックブリッジ図１　サイドブリッジ 図２　フロントブリッジ
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た上で、ピアソンの積率相関係数を算出し、有意性の検
定を実施した。また、値が正規分布していない測定項目
がある場合は、スピアマンの順位相関係数を算出し、有
意性の検定を行った。

重心動揺に関する各指標および体幹屈曲伸展角度の
変動に影響をおよぼす体幹筋機能の因子を検討するた
め、重心移動の総軌跡長、外周面積、矩形面積、標準
偏差楕円面積、Y座標標準偏差および角度Aの変動をそ
れぞれ目的変数とし、サイドブリッジ、フロントブリッ
ジ、バックブリッジ、アブドミナルおよびバックエクス
テンションの各測定値を説明変数とした重回帰分析を
行った。今回の測定項目の中には、正規分布していない
項目があったが、重回帰分析によって求められた残差に
正規性があればよいため、ダービンワトソン比を参照し、
残差の正規性を確認した。また、多重共線性の問題に関
しては、分散拡大要因（VIF値）を確認したところ10未
満であり、多重共線性に大きな問題はなかった（木原ら、
2008）。相関分析の結果から、サイドブリッジ（右）
とサイドブリッジ（左）の値の間の相関係数は0.9以上
だったため、サイドブリッジの値は、左右の値を平均し
たものを用いた。分析には変数増加法を用い、すべての
変数から1つずつ変数を加えて影響の大きさを計算しな
がら影響の大きい変数を選別した。また、変数選択の基
準となるF値は2とした。

統計処理は、統計ソフトStatcel4およびMulcelを用い
て行い、統計学的有意水準は、いずれも5％未満とした。

Ⅲ．結果
１．肩倒立と三点倒立における各測定値の比較

肩倒立および三点倒立時の重心動揺に関する各指標の
値、体幹屈曲伸展角度変動（角度Aの変動）、上体と垂
直線のなす角度および体幹筋機能に関わる各測定項目の
値を表1に示した。三点倒立の重心軌跡の総軌跡長、外
周面積、矩形面積、標準偏差楕円面積および上体と垂直
線のなす角度は、肩倒立のそれらの値と比較して有意に
（ｐ＜0.05）大きな値が認められた。

２．肩倒立および三点倒立における重心動揺に関する各
指標、体幹屈曲伸展角度変動および体幹筋機能に関する
各測定値の間の関係

肩倒立における重心動揺に関する各指標、体幹屈曲
伸展角度変動（角度Aの変動）および体幹筋機能に関す
る各測定値、それぞれの間の相関係数を表２に、三点倒
立における重心動揺に関する各指標、体幹屈曲伸展角度
変動（角度Aの変動）および体幹筋機能に関する各測定
値、それぞれの間の相関係数を表３に示した。今回、三
点倒立の総軌跡長とフロントブリッジの測定値（絶対値

および相対値）に関しては正規性が認められなかったた
め、これらを含む各項目間に関してはスピアマンの順位
相関係数を表２および３中に示した。

肩倒立の重心動揺の各指標と体幹屈曲伸展角度変動
（角度Aの変動）との間の関係においては、総軌跡長と
外周面積、総軌跡長と矩形面積、総軌跡長と標準偏差
楕円面積、総軌跡長とY座標標準偏差、総軌跡長と角度
Aの変動、外周面積と矩形面積、外周面積と標準偏差楕
円面積、外周面積とY座標標準偏差、外周面積と角度A
の変動、矩形面積と標準偏差楕円面積、矩形面積とY座
標標準偏差、矩形面積と角度Aの変動、標準偏差楕円面
積とY座標標準偏差、標準偏差楕円面積と角度Aの変動、
Y座標標準偏差と角度Aの変動との間にそれぞれ有意な
正の相関が認められた（表２）。また、肩倒立の重心動
揺に関する各指標および体幹屈曲伸展角度変動（角度A
の変動）と体幹筋機能に関する各測定項目の絶対値ある
いは相対値との間の関係においては、角度Aの変動とア
ブドミナル（絶対値）との間に負の相関傾向が認められ
たが、この関係を含め有意な相関関係はみられなかった
（表２）。

三点倒立の重心動揺に関する各指標および体幹屈曲
伸展角度変動（角度Aの変動）、それぞれとの間の関係
においては、総軌跡長と外周面積、総軌跡長と矩形面
積、外周面積と矩形面積、外周面積と標準偏差楕円面積、
外周面積とY軸標準偏差、矩形面積と標準偏差楕円面積、
矩形面積とY軸標準偏差、標準偏差楕円面積とY軸標準
偏差との間にそれぞれ有意な正の相関が認められ、総軌
跡長と標準偏差楕円面積、総軌跡長と角度Aの変動、Y
座標標準偏差と角度Aの変動の間にそれぞれ正の相関傾
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向が認められた（表３）。三点倒立の重心動揺に関する
各指標および体幹屈曲伸展角度変動（角度Aの変動）と
体幹筋機能に関する各測定項目の絶対値との間の関係に
おいては、角度Aの変動とサイドブリッジ（右）、角度
Aの変動とサイドブリッジ（左）、角度Aの変動とバッ
クブリッジとの間にそれぞれ有意な負の相関が認めら
れ、総軌跡長と フロントブリッジ、Y軸標準偏差とサイ
ドブリッジ（右）との間にそれぞれ負の相関傾向がみら
れた（表３上）。また、三点倒立の重心動揺に関する各

指標および体幹屈曲伸展角度変動（角度Aの変動）と体
幹筋機能に関する各測定項目の相対値との間の関係にお
いては、総軌跡長とフロントブリッジ、Y座標標準偏差
とサイドブリッジ（右）、角度Aの変動とサイドブリッ
ジ（右）、角度Aの変動とサイドブリッジ（左）、角度
Aの変動とバックブリッジとの間にそれぞれ有意な負の
相関が認められ、標準偏差楕円面積とサイドブリッジ
（右）との間に負の相関傾向が認められた（表３下）。

表４に、体幹筋機能に関する各測定項目の値（絶対値
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および相対値）間の相関係数を示した。フロントブリッ
ジの測定値（絶対値および相対値）に関しては正規性が
認められなかったため、これらを含む各項目間に関して
はスピアマンの順位相関係数を示した。

体幹筋機能に関する各測定値間については、絶対値
および相対値ともに、サイドブリッジ（右）とサイドブ
リッジ（左）、サイドブリッジ（右）とバックブリッジ、
サイドブリッジ（左）とバックブリッジとの間にそれぞ
れ有意な正の相関が認められた（表4）。また、絶対値
および相対値ともに、フロントブリッジとバックブリッ
ジとの間に正の相関傾向がみられ、フロントブリッジの
相対値とバックエクステンションの相対値との間にも正
の相関傾向がみられた（表４）。

３．重心動揺に関する各指標および体幹屈曲伸展角度変
動を目的変数とし、体幹筋機能に関する各測定項目の絶
対値および相対値を説明変数とした重回帰分析

肩倒立の重心動揺に関する各指標および体幹屈曲伸展
角度変動（角度Aの変動）をそれぞれ目的変数とし、体
幹筋機能に関する各測定項目の絶対値および相対値を説
明変数とした重回帰分析の結果、変数増加法により説明
変数の中から選択された測定項目があったのは、角度A
の変動を目的変数とし、体幹筋機能に関する各測定項目
の絶対値を説明変数とした時のみであった。その結果を

表５に示した。
肩倒立の角度Aの変動を目的変数とし、体幹筋機能に

関する各測定項目の絶対値を説明変数とした場合、アブ
ドミナル（標準回帰係数-0.567）が選択され、その決定
係数（自由度修正済み）は0.237であった（表５）。

三点倒立の重心動揺に関する各指標および体幹屈曲
伸展角度変動（角度Aの変動）をそれぞれ目的変数とし、
体幹筋機能に関する各測定項目の絶対値および相対値
を説明変数とした重回帰分析の結果、変数増加法により
説明変数の中から選択された測定項目があったのは、総
軌跡長、Y座標標準偏差及び角度Aの変動をそれぞれ目
的変数とし、体幹筋機能に関する各測定項目の絶対値を
説明変数とした場合、総軌跡長および角度Aの変動をそ
れぞれ目的変数とし、体幹筋機能に関する各測定項目の
相対値を説明変数とした場合であった。それらの結果を、
表６A～Cおよび表７A～Bにそれぞれ示した。 

三点倒立の総軌跡長を目的変数とし、体幹筋機能に
関する各測定項目の絶対値を説明変数とした場合、バッ
クブリッジ（標準回帰係数-0.500）が選択され、その時
の決定係数（自由度修正済み）は0.156であった（表６
A）。三点倒立のY座標標準偏差を目的変数とし、体幹
筋機能に関する各測定項目の絶対値を説明変数とした
場合、サイドブリッジ（標準回帰係数-0.329）、バック
エクステンション（標準回帰係数0.696）、フロントブ
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リッジ（標準回帰係数-0.501）が選択され、決定係数
（自由度修正済み）は0.484であった（表６B）。三点
倒立の角度Aの変動を目的変数とし、体幹筋機能に関す
る各測定項目の絶対値を説明変数とした場合、バック
ブリッジ（標準回帰係数-0.795）が選択され、決定係数
（自由度修正済み）は0.586であった（表６C）。

三点倒立の総軌跡長を目的変数とし、体幹筋機能に関
する各測定項目の相対値を説明変数とした場合、フロン
トブリッジ（標準回帰係数-0.477）が選択され、決定係
数（自由度修正済み）は0.131であった（表７A）。三

点倒立の角度Aの変動を目的変数とし、体幹筋機能に関
する各測定項目の相対値を説明変数とした場合、バック
ブリッジ（標準回帰係数-0.763）が選択され、決定係数
（自由度修正済み）は0.530であった（表７B）。

Ⅳ．考察
１．肩倒立および三点倒立における重心動揺に関する各
指標および体幹屈曲伸展角度変動と体幹筋機能に関する
各測定値との関係

肩倒立における重心動揺に関する各指標および体幹屈
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曲伸展角度変動（角度Ａの変動）と体幹筋機能に関する
各測定値との間に有意な相関は認められず、角度Aの変
動とアブドミナルの測定値（絶対値）との間に負の相関
傾向が認められただけであった（表２上）。肩倒立の重
心動揺に関する各指標および体幹屈曲伸展角度変動（角
度Aの変動）と体幹筋機能に関する各測定値との間に有
意な相関が認められなかった理由として、肩倒立は両手
で支持する倒立とは異なり、両肩と両手の4点で自身の
身体を支えることができるため、比較的安定した姿勢が
取りやすかったことが考えられる。実際の倒立場面にお
いて、小島（2016）は、「良い姿勢の倒立位」には各
関節の「手→肘→肩」を土台にして、その上に「腰→膝
→足」が順に積み上がっていくことが望ましいと述べて
おり、木下ら（2019）は、直線的な倒立に必要な因子
として、肩－肩甲骨の荷重位での安定性を挙げている。
本研究で用いた肩倒立では、上体と垂直線のなす角度は
4.0±4.8度（表１）と垂直に近い姿勢であり、両肩を直
接支持面とし、かつ、上体の傾きを肩倒立用の椅子の脚
を持った両手で支えることができるため、両手のみで体
全体の支持を行う倒立と比べ、「手→肘→肩」の土台が
安定した状態にあること、肩－肩甲骨の荷重位での安定
性も保たれていることが推察される。そのため、「腰→
膝→足」が容易に直線的な姿勢をとりやすくなっていた
と考えられる。事実、肩倒立時の重心動揺の指標である
総軌跡長や各面積は、三点倒立時と比較して、有意に小
さかったことが示されている（表１）。したがって、体
幹筋の活動を十分に高めなくとも、肩倒立における姿勢
調節を行うことが可能であり、そのため、重心動揺に関
する各指標や体幹屈曲伸展角度の変動と体幹筋機能に関
する各測定値との間に有意な相関関係が認められなかっ
たのではないかと考えられる。しかし、この点は推論の
域を出ず、必ずしも定かではない。

三点倒立における重心動揺に関する各指標および体
幹屈曲伸展角度変動（角度Aの変動）と体幹筋機能に関
する各測定値との間では、角度Aの変動とサイドブリッ
ジ（右）の測定値（絶対値）、角度Aの変動とサイドブ
リッジ（左）の測定値（絶対値）、角度Aの変動とバッ
クブリッジの測定値（絶対値）、Y座標標準偏差とサイ
ドブリッジ（右）の測定値（相対値）、角度Aの変動と
サイドブリッジ（右）の測定値（相対値）、角度Aの変
動とサイドブリッジ（左）の測定値（相対値）、角度A
の変動とバックブリッジの測定値（相対値）の間に、そ
れぞれ有意な負の相関（p＜0.05）が認められた（表
３）。一方、重心動揺に関する各指標および体幹屈曲伸
展角度変動（角度Aの変動）とアブドミナルおよびバッ
クエクステンションの測定値（絶対値、相対値）との間
にはそれぞれ有意な相関は認められなかった（表３）。

これらのことから、三点倒立時の体幹屈曲伸展角度変
動や前後方向の重心動揺には体幹筋機能の中でもサイ
ドブリッジとバックブリッジの姿勢保持能力が関係する
ことが明らかとなった。木下ら（2019）は、直線的な
倒立の評価として用いた倒立時の肩屈曲角度（肩屈曲角
度が大きいほど直線的な倒立になっている）とサイドブ
リッジ片足挙上の姿勢保持時間の間に有意な正の相関が
認められることを報告している。また、バックブリッジ
に関して、大久保（2016）は、多裂筋に加え、脊柱起
立筋も動員され、背筋群の共同収縮が生じることを確認
しており、先の木下ら（2019）の報告でも、直線的な
倒立の指標として用いた倒立時の肩屈曲角度と背筋筋機
能（伏臥位にて地面から両上下肢を10度挙上したV字背
筋の姿勢保持時間）との間に有意な正の相関があること
が報告されている。木下ら（2019）が背筋筋機能の測
定に用いたV字背筋の姿勢は、本研究で用いたバックブ
リッジの姿勢と比較し、伏臥位か背臥位かの違いはある
が、姿勢を維持するために、同様の筋群を動員している
と考えられる。したがって、これら木下ら（2019）の
結果は、本研究の結果を支持するものと考えられる。ま
た、Riches（2014）の学士論文では、サイドブリッジや
バックブリッジを含む3週間の体幹トレーニングを行う
ことで、倒立時の姿勢動揺が小さくなり、体幹筋機能の
向上が倒立の姿勢調節能力の向上につながることが示さ
れている。この結果も本研究の結果を支持する。

サイドブリッジ姿勢保持時には、内腹斜筋や腹横筋の
活動が認められており（川島ら、2006; 木下ら、2009; 
杉本ら、2012）、バックブリッジ姿勢保持時では多裂
筋の活動が認められている（Okubo et al., 2010）。さら
に、サイドブリッジ姿勢保持時に重りを負荷すること
で多裂筋の筋活動が高まるという報告もある（木下ら、
2009）。大久保（2016）は、腹横筋に関して、両側性
に収縮すると、腹囲の減少および腹圧の上昇が生じ、胸
腰筋膜と前方の筋膜を緊張させることで腰椎の剛性を向
上させること、内腹斜筋に関しても後部繊維は腹横筋と
同様に腹圧や胸腰筋膜の緊張に関与している（腰椎の剛
性を向上させる）と述べている。また、多裂筋は、背部
ローカル筋の中でも分節的安定性制御に重要な筋であり、
骨盤前傾・腰椎前弯角度の制御に関与していると述べて
いる。これらの筋機能は、腰椎安定性、体幹の安定性に
貢献していると考えられ、三点倒立時の体幹屈曲伸展角
度変動を小さくすることにも貢献していると考えられる。
また、今回の三点倒立時の上体と垂直線のなす角度は
9.8±3.6度であった（表１）。このことから、三点倒立
時の上体および下肢全体が腹側に若干傾いていると考え
られ、体幹および下肢は腹側へ屈曲しやすい状態になっ
ていたと考えられる。そのため、これに拮抗して一直線
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上の姿勢を維持するために、体幹を伸展させる姿勢調節
も同時に行われていたと考えられる。大久保（2016）
は、バックブリッジに関して、多裂筋に加え、脊柱起立
筋も動員され、背筋群の共同収縮が生じることを確認し
ており、体幹の伸展に関与する筋の動員が認められてい
る。これら機能的な面から考えても、姿勢調節の指標の
一つとした三点倒立時の体幹屈曲伸展角度変動とサイド
ブリッジおよびバックブリッジの測定値の間にそれぞれ
有意な負の相関が認められたのは妥当ではないかと考え
られる。

前述の通り、本研究では、三点倒立の重心動揺に関す
る各指標および体幹屈曲伸展角度変動とアブドミナルお
よびバックエクステンションそれぞれの測定値との間に
有意な相関は認められなかった。本研究において、体幹
屈曲伸展筋力の指標としたアブドミナルおよびバックエ
クステンションでは、トレーニングマシンを用いて重り
を最大5回持ち上げることができる負荷重量を測定して
おり、最大筋力に近い筋力を指標としている。したがっ
て、これらの指標には体幹の屈曲や伸展動作を引き起こ
す腹直筋や脊柱起立筋といった体幹のグローバル筋の
関与が大きいと推察される。大久保ら（2012）は、立
位の状態と比較して、倒立の状態では腹直筋の筋活動
が増加し、腰部脊柱起立筋の筋活動が減少することを報
告しており、腹直筋の筋活動は倒立姿勢調節に関与す
ることが考えられる。しかし、その活動は最大随意筋力
発揮時の活動の6.5%程度と大きくないこと（大久保ら、
2012）から、最大筋力の大小の影響は必ずしも大きく
はないと考えられる。これらのことから、本研究におい
ては、三点倒立時の重心動揺や体幹屈曲伸展角度変動に
体幹のグローバル筋の筋力の影響は小さかったのではな
いかと考えられる。

これまで述べてきた点を踏まえると、三点倒立時の体
幹屈曲伸展角度変動には、体幹筋機能の中でも、体幹の
グローバル筋よりも、多裂筋や内腹斜筋、腹横筋といっ
たローカル筋の筋機能の関与の方が大きかったことが示
唆される。

今回の体幹屈曲伸展角度変動とサイドブリッジおよび
バックブリッジの測定値の間にそれぞれ有意な負の相関
が認められたという知見が、通常の倒立時にも適用でき
るかどうかは定かではない。しかし、木下ら（2019）
は、人の構造上、軸となる脊柱が背側に寄っており、そ
の脊柱から腹側は内臓系が格納されていることに加えて、
大腿部前面は後面に比べて筋質量が大きく、通常の倒立
時に姿勢の直線を意識すると矢状面上で前方（屈曲）へ
回転するモーメントが働くことから、背面筋群にて支え
る筋活動が重要になると推察している。また、体操選手
は、一般健常者と比較して手関節の柔軟性が低下してい

るため、手関節の背屈に抵抗があり、重心が後方に残存
しやすいため、背筋の筋機能が重要になるとも述べてい
る。これらのことから、今回の知見は、三点倒立にとど
まらず、通常の倒立においても適用できる可能性はある
のではないかと考えられる。

体幹屈曲伸展角度変動の大小は、重心動揺に関する
各指標の値の大小にも反映されると考えられることか
ら、三点倒立時の重心動揺に関する各指標と体幹筋機
能に関する各測定項目の値との間にも有意な相関が認め
られるのではないかと考えられた。しかし、矢状面上の
重心位置の変動を反映し、体幹屈曲伸展角度変動とも関
係が深いと考えられるY座標標準偏差を除き、重心動揺
に関する各指標と体幹筋機能に関する各測定値との間に
有意な相関関係は認められなかった。実際の倒立では手
関節屈筋群が姿勢調節に最も関与すると報告されている
が（Kochanowics et al.，2018）、三点倒立においても、
頭と両手の三点で体を支持することから、両手関節（手
関節屈筋群）が姿勢調節に少なからず影響を及ぼしてい
たと考えられる。この場合、仮に体幹屈曲伸展角度に大
きな変動がなくとも、両手関節による姿勢調節によって、
体幹と下肢全体が動揺することが考えられ、重心軌跡も
変動することが推察される。また、重心動揺は前後方向
への変動だけでなく、左右方向への変動も測定している。
したがって、これらの要因が影響したために、Y座標標
準偏差を除いた重心動揺に関する各指標と体幹筋機能に
関する各測定値との間には有意な相関が認められなかっ
たのではないかと考えられる。

２．肩倒立および三点倒立における重心動揺に関する各
指標および体幹屈曲伸展角度変動に関係のある体幹筋機
能の因子

肩倒立における重心動揺に関する各指標および体幹
屈曲伸展角度変動（角度Aの変動）をそれぞれ目的変数
とし、体幹筋機能に関する各測定項目の値を説明変数と
した重回帰分析の結果、変数増加法により説明変数が
選択された測定項目が認められたのは、目的変数を角度
Aの変動とし、説明変数を体幹筋機能に関する各測定値
の絶対値とした場合のみだった（表５）。この場合、ア
ブドミナルのみが選択された。単相関分析でも、アブド
ミナル（絶対値）は、角度Aの変動との間に負の相関傾
向が認められたが、有意なものではなかった（表２上）。
また、重回帰分析の結果、自由度修正済み決定係数は
０.237と必ずしも高い値ではなかった（表５）。そのた
め、肩倒立の姿勢調節にアブドミナル、すなわち体幹屈
曲筋力が大きな影響を与えているとは必ずしも言えない
と考えられる。

三点倒立における重心動揺に関する各指標および体幹
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屈曲伸展角度変動（角度Aの変動）をそれぞれ目的変数
とし、体幹筋機能に関する各測定項目の値を説明変数と
した重回帰分析の結果、変数増加法により説明変数が選
択された測定項目が認められたのは、目的変数と説明変
数をそれぞれ、総軌跡長と体幹筋機能に関する各測定値
の絶対値および相対値、Y座標標準偏差と体幹筋機能に
関する各測定値の絶対値、角度Aの変動と体幹筋機能に
関する各測定値の絶対値および相対値とした時であった
（表６A～C、表７A～B）。

三点倒立時の総軌跡長を目的変数とし、体幹筋機能に
関する各測定値の絶対値および相対値をそれぞれ説明変
数とした重回帰分析の結果、バックブリッジ、フロント
ブリッジがそれぞれ選択され（表６A、表７A）、バッ
クブリッジおよびフロントブリッジ姿勢保持能力の関与
が考えられた。総軌跡長とバックブリッジの測定値（絶
対値）および総軌跡長とフロントブリッジの測定値（相
対値）との間の単相関分析の結果では、前者に有意な
相関はみられなかったが（表３上）、後者には有意な負
の相関が認められた（表３下）。しかし、自由度修正済
み決定係数は、いずれも低かったことから（それぞれ
0.131と0.156）、三点倒立時の重心動揺に対するバック
ブリッジおよびフロントブリッジの姿勢保持能力の影響
は大きくはなかったと考えられる。

また、三点倒立時のY座標標準偏差を目的変数とし、
体幹筋機能に関する各測定値の絶対値を説明変数とし
た重回帰分析の結果、選択された変数はサイドブリッジ、
バックエクステンション、フロントブリッジであったが、
バックエクステンションの標準回帰係数は正の値を示し
ていた（表６B）。このことは、バックエクステンショ
ン、すなわち体幹伸展筋力が大きいほど前後方向の重
心動揺が大きいことを示しており、この結果を機能的に
考えると必ずしも妥当であるとは言えないと考えられた。
そのため、バックエクステンションを除き、Y座標標準
偏差を目的変数とし、体幹筋機能に関する残りの各項目
の絶対値を説明変数とした重回帰分析を行った結果、サ
イドブリッジ（標準回帰係数-0.480）のみが選択された
が、自由度修正済み決定係数は0.120と低かった（結果
には示していない）。このことから、サイドブリッジ姿
勢保持能力は、Y座標標準偏差に対して必ずしも大きな
影響は与えていなかったのではないかと考えられる。

これらのことから、三点倒立における重心動揺に関す
る各指標に関しても、体幹筋機能に関する各測定項目の
影響はいずれも大きなものではなかったと考えられた。

三点倒立時の角度Aの変動を目的変数とし、体幹筋機
能に関する各測定項目の絶対値および相対値を説明変
数とした場合、いずれにおいてもバックブリッジが選択
された（自由度修正済み決定係数は絶対値で0.586、相

対値で0.530）（表６C、表７B）。単相関分析の結果で
は、バックブリッジに加えてサイドブリッジも角度Aの
変動と有意な相関が認められたが（表３）、重回帰分析
では選択されなかった。分散拡大要因（ＶＩＦ値）が10
を超えると多重共線性の影響が強く生じるとされている
が、VIFの値からは、多重共線性の影響はないと考えら
れた（表６C、表７B）。一方、サイドブリッジとバッ
クブリッジ、両測定値間の単相関分析では、サイドブ
リッジ右とバックブリッジの測定値（絶対値および相対
値）、サイドブリッジ左とバックブリッジの測定値（絶
対値および相対値）との間にそれぞれ有意な正の相関が
みられ、その時の相関係数は、サイドブリッジ左とバッ
クブリッジの測定値（絶対値）との間の値（ｒ=0.771）
を除き、いずれも0.8を超えていた（表３）。お互いの
相関係数が0.9を超えるような項目をそれぞれ説明変数
に加えて重回帰分析を行うと、分析に多重共線性の問題
が生じ、相関係数が0.8～0.9であっても、その問題が生
じる可能性があるとされており（木原ら、2008）、こ
の点からは、今回の重回帰分析の結果も多重共線性の問
題が生じていた可能性は否定できないのではないかと考
えられた。そのため、改めてバックブリッジを説明変数
の中から除いて、角度Aの変動を目的変数とし、体幹筋
機能に関する各測定項目の絶対値および相対値を説明変
数とし、重回帰分析（変数増加法）を行った結果、いず
れもサイドブリッジのみが選択された（自由度修正済み
決定係数は絶対値で0.527、相対値で0.469）（結果には
示していない）。バックブリッジを除いた場合には、サ
イドブリッジが選択されたことから、サイドブリッジも
三点倒立時の体幹屈曲伸展角度の変動に影響を与えてい
たと考えられる。しかし、決定係数はバックブリッジが
選択された場合の方がやや高いことから、三点倒立時の
角度Aの変動に対してはバックブリッジの影響の方がよ
り大きかったのではないかと考えられた。

これらのことから、三点倒立においては、姿勢調節の
指標の一つとした体幹屈曲伸展角度変動に関して、バッ
クブリッジ姿勢保持能力とサイドブリッジ姿勢保持能力
が影響を及ぼしており、その中でもバックブリッジ姿勢
保持能力がより大きな影響を及ぼしていたと考えられる。

３．研究の限界
本研究では、肩倒立時の重心動揺に関する各指標の測

定は、重心軌跡測定器上に肩倒立用の椅子を載せて行っ
た。また、その時、椅子の脚は測定器上の床反力を測定
できる範囲をわずかに超えて接地していた。これらのこ
とから、重心動揺の変化を正確に計測できていたか否か
については定かではない面があった。しかし、予備的検
討として、肩倒立用の椅子を重心軌跡測定器上に載せて
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体操経験者と未経験者の重心動揺に関する各指標の測
定を行った結果、体操経験者は未経験者に比べて、各測
定指標の値が明らかに低値を示しており、経験の違いを
明確に区別できた。また、本研究では、全員体操経験者
を被験者に用いたが、各被験者間でも各測定指標の値に
差が認められ、各測定指標の値は、主観にはなるが体操
の競技力が高いもので低値を、競技力の低いもので高値
を示す傾向にあった。これらのことから、本研究におけ
る肩倒立時の重心動揺に関する各指標の測定においては、
概ね妥当な値が得られているものと考えられる。

三点倒立時の重心動揺に関する各指標の測定において
は、重心軌跡測定器上に直接頭をつけると痛みが出て三
点倒立を行うことが困難であったことから、本研究では、
重心軌跡測定器のフォースプレート上に同じ大きさに
切った緩衝材（セノック）を載せて試技を行わせた。そ
のため、肩倒立同様、重心動揺の変化を正確に計測でき
ていたか否かについては定かではない面があった。そこ
で、予備的検討において、三点倒立で頭および両手が接
地すると仮定した位置をそれぞれ位置A～Cとし、重心
軌跡測定器上のそれらの位置に重錘を乗せ、その条件を
変化させた際の重心点の位置座標と移動距離を緩衝材を
載せた場合と載せなかった場合の両条件で測定し、緩衝
材の有無による測定値の違いを確認した。その結果、緩
衝材がある場合は、ない場合と比べてA、B、C各位置
にそれぞれ20㎏の重錘を乗せた際の各位置のXY座標点
はやや内側にあったが、合成した重心点のXY座標には
大きな違いは認められなかった（ない場合のXY座標は、
それぞれ3.2、53.4 mm、ある場合のXY座標は、それぞ
れ4.5、49.5 mm）。また、位置A～Cに20㎏の重錘を載
せた状態から重錘の一部を別の位置に移動させた際の移
動前後の重心点の位置（XY座標）とその移動距離につ
いても、緩衝材の有無によって移動前後の重心点の座標
位置にはやや違いがあり、重心点の移動距離にも少し差
が認められたが、それらの差は大きなものではなかった
（移動距離の差は0.4～3.4 mm）。したがって、三点倒
立時の重心動揺に関する各指標の測定値においても、概
ね妥当な値が得られているものと考えられる。

また、本研究では、片側矢状面から撮影した画像をも
とに2次元の動作解析を用いて体幹屈曲伸展角度を測定
している。そのため、体幹－下肢の回旋によって、体幹
屈曲伸展角度に誤差が生じることが考えられる。本研究
では、測定前に検者が補助を行い、姿勢が変化しないよ
うに配慮した。また、検者が目視にて確認した限り、明
らかな回旋動作はなかった。そのため、本研究で測定し
た体幹屈曲伸展角度に対する回旋動作に伴う誤差の影響
は少ないものと考えられる。

一方、2回測定した体幹屈曲伸展角度変動（角度Aの

変動）の級内相関係数は、肩倒立で0.177、三点倒立で
0.422と低く、角度Aの変動の信頼性は低いと考えられ
た。しかし、2回の測定値を平均して求めた角度Aの変
動とその変動と関係が深いと考えられるY座標標準偏差
（矢状面における重心位置の変動）との間には、肩倒立
において高い正の相関（r=0.765）が、三点倒立におい
ても中程度の正の相関傾向（r=0.549）が、それぞれ認
められた（表2および3）。したがって、2回の測定値を
平均して求めた角度Aの変動の値は、ある程度体幹屈曲
伸展角度変動を反映していたと考えられる。しかし、今
回の体幹屈曲伸展角度変動に係る結果の解釈には、角度
Aの変動の信頼性が低かったことに留意しておく必要が
ある。

本研究では、安全を考慮して最低10秒間安定した倒
立姿勢の保持が可能であると考えられるY大学の体操部
に所属する、あるいは所属していた者を被験者としたた
め、その数が10名と少なかった。そのため、本研究の
結果は、限られた人数を対象とした結果であることに留
意する必要がある。また、倒立技術が未熟な体操競技経
験の少ない者や体操競技未経験の者を対象とした場合に、
本研究と同様の結果が得られるか否かについては定かで
ない。今後、例数を増やしたり、より倒立技術レベルに
幅のある被験者を用いた検討を行うことも必要であると
考えられる。

本研究では、倒立の姿勢調節と体幹のローカル筋の活
動が増加するとされているブリッジ姿勢保持能力との関
係をもとに、倒立の姿勢調節と体幹のローカル筋の筋機
能との関係について検討し、三点倒立時の姿勢調節には、
体幹のローカル筋の関与が示唆される結果を得た。しか
し、この結果は、直接腹横筋、内腹斜筋、多裂筋といっ
た体幹のローカル筋の筋活動を見たものではない。また、
個々の体幹のローカル筋がどの程度倒立時の姿勢調節に
関与しているか否かについても明らかでない。これらの
点を明らかにするためには、ワイヤ電極を用いて、腹横
筋、内腹斜筋、多裂筋といった体幹の各ローカル筋の倒
立時の筋活動を測定する必要があるが、手技的にも倫理
的にも実施することは困難である。そのため、この点は
本研究の限界と考えられる。

上述の研究の限界を考慮する必要があるが、以上のこ
とから、肩倒立の姿勢調節に対して体幹筋機能の明らか
な影響は認められなかったが、三点倒立の姿勢調節、中
でも体幹屈曲伸展角度変動には、バックブリッジとサイ
ドブリッジの姿勢保持能力、中でもバックブリッジの姿
勢保持能力が関与することが明らかとなった。また、こ
れらのブリッジ姿勢保持時には、前述のように多裂筋や
内腹斜筋、腹横筋の活動が高まるとされていることから、
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三点倒立の姿勢調節においては、これら体幹のローカル
筋機能が関与することが示唆された。ただし、本研究は
横断研究であったことから、今後は、Riches（2014）の
学士論文で示されたような体幹トレーニングなどの介入
研究により、バックブリッジやサイドブリッジの姿勢保
持能力を高めることで、倒立時の体幹屈曲伸展角度変動
などの姿勢調節能力が向上するか否かを検討することも
必要であると考えられる。

Ⅴ．要約
本研究では、倒立の姿勢調節と体幹のローカル筋の

活動が増加するとされているブリッジ姿勢保持能力との
関係をもとに、倒立の姿勢調節と体幹のローカル筋機能
との関係について検討することを目的とした。試技とし
て用いた倒立は肩倒立および三点倒立であり、両倒立時
の重心移動の総軌跡長、外周面積、矩形面積、標準偏
差楕円面積、Y座標標準偏差および体幹屈曲伸展角度変
動（角度Aの変動）を両倒立時の姿勢調節の指標とした。
また、体幹筋機能の指標として、体幹屈曲筋力（アブド
ミナル）、体幹伸展筋力（バックエクステンション）な
らびに左右のサイドブリッジ、フロントブリッジ、およ
びバックブリッジの各姿勢保持能力を測定した。体幹屈
曲および伸展筋力は、最大反復回数5回における負荷重
量、各姿勢保持能力は、重りを負荷した状態で、20秒間
各姿勢を保つことができた時の最大負荷重量をそれぞれ
用いて評価した。

得られた主な結果は以下の通りである。
 １．肩倒立の試技において、姿勢調節の各指標と体幹
筋機能の各指標との間に有意な相関は認められなかっ
た。
 ２．三点倒立の試技においては、角度Aの変動とサイ
ドブリッジ（右）姿勢保持能力（重量の絶対値および
重量を体重で除した相対値）、角度Aの変動とサイド
ブリッジ（左）姿勢保持能力（重量の絶対値および重
量を体重で除した相対値）、角度Aの変動とバックブ
リッジ姿勢保持能力（重量の絶対値および重量を体重
で除した相対値）、Y座標標準偏差とサイドブリッジ
（右）姿勢保持能力（重量を体重で除した相対値）と
の間に、それぞれ有意な（p<0.05）負の相関が認めら
れた。
 ３．重心移動に関する各指標および体幹屈曲伸展角度
変動（角度Aの変動）を目的変数とし、体幹筋機能の
指標とした各測定項目の値（絶対値および相対値）を
説明変数とした重回帰分析（変数増加法）の結果、三
点倒立では、角度Aの変動を目的変数とし、体幹筋機
能の指標とした各測定項目の値を説明変数とした場
合に、絶対値、相対値いずれにおいてもバックブリッ

ジ姿勢保持能力のみが説明変数として選択された（自
由度修正済み決定係数は絶対値で0.586、相対値で
0.530）。
以上のことから、肩倒立の姿勢調節に対して体幹筋

機能の明らかな影響は認められなかったが、三点倒立の
姿勢調節、中でも体幹屈曲伸展角度変動には、バックブ
リッジとサイドブリッジの姿勢保持能力、中でもバック
ブリッジの姿勢保持能力が関与することが明らかとなっ
た。また、これらのブリッジ姿勢保持時には、体幹の
ローカル筋の活動が高まるとされていることから、三点
倒立の姿勢調節においては、体幹のローカル筋機能が関
与することが示唆された。
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